
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

愛知県障害者差別禁止条例は各会派が集まる検討委員会

で協議していますが「議論が平行線」のまま 12 月 16

日の本会議で議会の過半数を占める「自民案」が可決さ

れようとしています（11/29「読売新聞」、12/10「中日

新聞」参照）。「差別禁止条例」を「政争の具」にした

り障害者団体の意見も聴かずに決めることは許されるこ

とではありません。「自民案」も「民主案」も「継続審

議」として障害者団体・県民の声に耳を傾け「超党派に

よる全会一致の制定」を目指すよう全県議、県議団に働

きかけるために 12 月 10 日の愛知障害ﾌｫｰﾗﾑ幹事会にお

いて下記の行動を全会一致で確認しました。 

 

 

 

（１）12 月 13 日に開催される「検討会議」に向けて 11 日～13 日早朝までに 

   ① 各団体は団体名で各県議団に対し FAX を送る。 

   ② 傘下の「地域組織」及び「会員」から地元の県会議員に対し FAX を送る。 

    ○ 内容は「別紙」の「愛知障害ﾌｫｰﾗﾑの要望文書」を参考にしましょう。 

    ○ 下記内容も参考に自筆 FAX を広く呼びかける。 

「私たちのことを私たち抜きに決めないで下さい」「条例の拙速な可決は止めて下さい」

「対立や強行ではなく合意形成に努力して下さい」「12 月 17 日に提示される制度改革推

進会議の第 2 次意見書の動向も見据えて下さい」「誰のための何のための条例なのか今一

度考えて頂き継続審議として下さい」など。 

（２） 12 月 13 日当日は午前 11 時半に県庁ロビー（正面玄関奥のｴﾚﾍﾞｰﾀｰ前）に集合し、

13 時に開催される「検討委員会」で私たちの要望が反映されるよう各会派へ要請行動を

行う。「検討委員会」後の記者会見も検討する。 

（３） 各団体は 16 日の 12 時 30 分に県庁ロビーに集合し、13 時からの本会議を傍聴す

る。本会議終了後「条例」の取り扱いに対する記者会見を行い、愛知障害ﾌｫｰﾗﾑの声明を

発表する。 
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             議員名簿（別紙）を参考に地元選出の県会議会に対して 

             ◆ 「団体名（家族会会長名）」で FAX を 

             ◆ また、一人でも多くの家族会員から「個人名（家族 

             名）」の FAX が寄せられるようお願い申し上げます。 

－ 13 日、16 日の行動で都合のつく方は県庁ﾛﾋﾞｰへお越しください ― 

 


